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１ 趣旨 

高速バス定期券を利用して県外の大学等へ通学する方に対し、補助金を交付

する高速バス通学支援事業については、令和２年度の事業開始以降、補助件数

が増加傾向にあり、多くの学生が当該支援事業を利用し通学している。 

一方で、長期休暇等の非通学期間（約５か月）があることから、補助金の平

均交付月数（令和６年度実績 約８か月）は年間を通じて１２か月に満たない

状況であり、また物価高騰などの社会情勢の変化に伴い、事務事業の再点検や

一層の効率的かつ効果的な運用が求められている。 

こうした状況を踏まえ、引き続き学生への支援を継続し、若者の転出抑制や

郷土愛の醸成を通じた定住促進を図るため、補助金の交付状況等を踏まえた事

業の見直しを行う。 

 

２ 現行の事業概要 

 (1) 補助対象者 

   県外の大学等に高速バス定期券を利用して通学する１８歳以上３０歳未

満の市民 

 (2) 補助金の額 

   定期券購入額×１/２と２０，０００円×購入月数のうち少ない額 

   （最大２０，０００円×１２か月＝２４０，０００円） 

 (3) 補助実績（事業開始：令和２年９月１日） 

   令和２年度１０人  令和３年度 ４０人  令和４年度 ６３人 

   令和５年度８６人  令和６年度１０９人  令和７年度１１５人（見込） 

 

３ 見直しの内容 

  補助上限の変更 

   補助金の算定基礎となる定期券の通用期間について、夏季及び春季の長

期休暇などの非通学期間を踏まえ、６か月を上限とする。 

（最大２０，０００円×６か月＝１２０，０００円） 

   

４ 今後のスケジュール（予定） 

令和８年 １月 市ホームページ等による周知 

       ３月 利用希望者への事前申請案内 

       ４月 見直し後の事業開始     

 令和７年１２月１９日　君津市議会全員協議会報告案件　資料


